
標識の種別 地 目

基準点の立入は使用承認書が必要です。

東京都土木技術支援・人材育成センター  ０６維持管理（区部）
〔注意〕

第　二　方　位　標

1408-5（タカラビル）

1408-4（安田ビル）

地　　　上　　　点

平成 30年   2月 26日 改測

平成26年4月1日付 標高改定対応済み

第　一　方　位　標配　　　置　　　図

1408-2（飯田橋）

備
 

考

東 京 都 公 共 基 準 点 点 の 記

観測年月日

点 名

案　　　内　　　図

東京西部1：2.5万図名

所 在 地

東京都第三建設事務所管理課

新宿工区管 理 者 (電話) 3343-7832

所 有 者

新宿区下宮比町先

飯田橋交差点

埋標年月日 平成 17年   1月   8日 再設

道路敷地下 金属標設 置 法

1408-2

5.20ｍ

5.51ｍ

2.99ｍ

DH=0.20

建物障害



地  上  点  写　真
１４０８－２　飯田橋



第一方位標写真
１４０８－４　安田ビル



第二方位標写真
１４０８－５　タカラビル

建物障害
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